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■今夏の節電にご協力を　熱中症等に十分に気を付けて無理のない範囲で、適正冷房・不要な照明の消灯等、昨年に引き続き取り組みをお願いします。　葵環境課　☎38-2051

く　ら　し

年 金 を 受 け 取 る た め に 必 要 な
期 間 が 2 5 年 か ら 1 0 年 に 短 縮

　８月１日から保険料納付済期間（国民年金の保険料
を納めた期間や厚生年金保険、共済組合の加入期間）と
保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上のか
たは、老齢年金を受給することができるようになります。
■対象のかたには、日本年金機構から年金請求書（短
　縮用）が事前に送付されます。
■お手元に届きましたら、下記のねんきんダイヤル
　で予約の上、西宮年金事務所へ提出してください。
※ ただし、加入期間のすべてが国民年金のみのかた

は市役所でも受付できます。
【資格期間が10年に満たないかた】

　過去５年以内の未納期間について、保険料をさか
のぼって納めることができる後納制度（平成30年９
月末まで）や60歳から65歳まで国民年金の保険料を
納めることができる任意加入制度を利用すること
で、年金を受給できるようになる場合があります。詳
しくは下記へお問い合わせください。

　ねんきんダイヤル　☎0570-05-1165
　西宮年金事務所　　☎0798-33-2944
　市民課年金担当　　☎38-2036

７ 月 1 5 日 ～ 2 4 日 は
「 夏 の 交 通 事 故 防 止 運 動 」

【スローガン】
やさしさと　笑顔で走る　兵庫の道
【運動重点】

■子どもと高齢者の交通安全
■飲酒運転など悪質・危険な運転の根絶
■自転車の交通安全
■全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの
　正しい着用の徹底

問い合わせ　建設総務課　☎38-2063

花 火 遊 び は 、迷 惑 に な ら な い
場 所 と 時 間 と 後 始 末

【ルールを守って楽しい花火】
■ 花火の遊び方をよく読んで必ず守りましょう
■風の強いときは、花火遊びはやめましょう
■ 花火を人や家に向けたり、燃えやすいものがある場

所で遊んだりしないように しましょう
■衣服に火がつかないように注意しましょう
■ 花火の筒先に顔や手を絶対出さないこと、点火する

時や途中で火が消えたときは、特に注意
■必ず水を用意しましょう
■花火のごみは、必ず持ち帰りましょう

 

問い合わせ　消防本部予防課　☎38-2098

教育・文化・スポーツ

防��災・安��全
安心して暮らせるまちづくり

警 察 官 に 感 謝 状 を 贈 呈

小田勝也　氏（警務課警務係上席係長）

熱中症にご注意ください

■熱中症予防のポイント
● 部屋の温度をこまめに確認し、エアコンや扇

風機を上手に利用する
●のどが渇かなくても水分補給を行う
● 外出の際は、涼しい服装で日よけ対策をし

て、適度な休憩を心がける
● 日ごろから栄養バランスの良い食事と体力

づくりを実践する

■熱中症の応急手当て
●涼しい場所へ移動し、衣服を緩めて安静にする
● エアコンをつけたり、扇風機やうちわなどで

風を当てて体を冷やす
●首や脇の下、太もものつけ根を氷などで冷やす
● 飲めるようであれば、水分を少しずつ繰り返

し与える

■子どもと高齢者は特にご注意ください
●子ども
　体温調整機能がまだまだ未熟です。身長が低い
　ため地面の照り返しにより、大人より高い温度に
　さらされやすい状況にあります。
●高齢者
　加齢により、体温を下げるための体の反応が鈍く
　なっています。のどの渇きや暑さを感　
　じにくく、汗をかきにくいため、自覚が
　ないのに熱中症になる危険があります。

■こんな時はすぐに救急車（☎119）を！
●自分で水を飲めない、体が動かない
●意識がない
●全身のけいれんを起こしている

問い合わせ　消防本部救急課　☎32-2345

 市内全域の公共の場所等は、午後９時から翌朝午前６時
までの間、潮芦屋ビーチ・総合公園・潮芦屋緑地・南緑地は

終日（24時間）ロケット花火・打ち上げ花火・大きな音のす

る花火等は禁止しています。ご注意ください。

　私たちが安心して暮らせる明るいまちづくりのた
め、市民生活の安全や市内の治安維持などに功績の
あった警察官に対し、７月５日（水）「第67回社会を
明るくする運動・市民の集い」において、山中市長か
ら感謝状を贈呈いたしました。

問い合わせ　市長室　☎38-2000

上田雅也　氏（生活安全課環境経済係主任）

日　時 会　場（住所）

７月15日（土）午後２時～ 茶屋集会所（茶屋之町8-20）

７月18日（火）午後２時～ 上宮川文化センター（上宮川町10-5）

７月18日（火）午後７時～ 竹園集会所（竹園町5-6）

※７月20日（木）午後７時～ 西蔵集会所（西蔵町11-16）

「市立幼稚園・保育所のあり方」について
説明会開催

西蔵集会所での説明会の開催日時を変更しました。
７月１日号広報あしやにてお知らせしました「市立幼稚園・保育所
のあり方」についての説明会の開催日時を一部変更しましたので、
改めてお知らせします。

■全日とも同じ内容です
■会場に託児コーナーあり
■ 会場に駐車・駐輪スペースは
　あり ません

問い合わせ　
子育て推進課施設整備係　☎38-2180
教育委員会管理課　☎38-2085

※ 西蔵集会所での説明会は、
７月15日（土）午後７時か
ら 予 定 し て い ま し た が 、
７月20日（木）午後７時か
らに変更しました。

芦屋警察署に平成26年９月に
着任、警務課警務係で上席係長
として、防犯啓発に向けた芦屋
署全般の行事の計画や若手警
察官の指導をされ、また市民か
らの相談には誠心誠意対応さ
れるなど、安全、安心な街づく
りに貢献されてます。

芦屋警察署に平成24年３月に
着任、悪質商法事件等の取り
締まりに従事されている。数
多くの事件捜査に従事され、
地域住民の不安解消を図る活
動を推進し、安全、安心な街づ
くりに貢献されてます。

カラスにご注意
野生鳥獣等に餌を与えないで！

　子育て中のカラスは、激しく鳴いたり、威
い か く

嚇行動す
る場合があります。近くを通る時は帽子をかぶった
り、傘をさせば被害が少なくなります。

【カラス対策〈具体例〉】
■ごみ集積場にネットの設置・生ごみを減らす
■野生鳥獣等に餌を与えない
　（ハトなどに餌を与えない。混じってカラスも
　  食べ人間を恐れなくなります。また、アライ
　  グマやイノシシ出没の原因にもなります。）

問い合わせ　地域経済振興課　☎38-2033

「芦屋の教育」をみんなで考えましょう

平 成 2 9 年 度   教 育 ト ー ク

■日時&会場　８月16日（水）　
 ①午前10時～ 11時45分

　　　　山手中学校　視聴覚室（山手中学校区）
　②午後１時～２時45分
　　　　精道中学校　多目的室（精道中学校区）
　③午後３時15分～５時
　　　　潮見中学校　ランチルーム（潮見中学校区）
■内容　５つのテーマの中から３つのテーマを選ん
　で話し合います。
　◆子どもの体づくり　◆子どもの規範意識を育て
　る　◆子ども自身が安全に生活する　◆あいさつ
　できる子どもを育てる　◆自分の気持を言葉で伝
　える力を育てる
■申し込み　当日直接会場へ

問い合わせ　学校教育課　☎38-2087


